
（利率は平成29年4月1日現在のものです）品川区融資あっ旋制度資金一覧品川区融資あっ旋制度資金一覧

小規模企業特別事業資金
＜小口零細企業保証制度＞

資金使途制度資金名

1 設備／運転

あっ旋限度額

1,250万円

返済期間
（うち据置月数）

5年以内（6か月）

利　　率

本人負担 表面［利子補給］

3年目まで 無利子

4年目以降  0.2％以内

1.6％以内

3年目まで 1.6％
4年目以降 1.4％

設　備 0.6％以内 1.8％以内［1.2％］ 7年以内（6か月）3,000万円

運　転

運　転

0.6％以内 1.8％以内［1.2％］ 5年以内（6か月）2,000万円

設　備

設備／運転
（併用）

　

※ただし
運転の場合は
1,500万円

　

※ただし
運転のみの場合は
5年以内（6か月）

2,500万円 7年以内（6か月）
3年目まで 無利子

4年目以降  0.2％以内

1.6％以内

3年目まで 1.6％
4年目以降 1.4％

設備／運転 0.6％以内 1.8％以内［1.2％］ 10年以内（12か月）3,000万円

【責任共有制度とは】　従来、原則100％保証であった保証付融資について、一部の保証を除き、金融機関が一定のリスクを負担し、信用保証協会と金融機関とが
連携して適切な中小企業支援を行えるようにした制度のことです。責任共有制度が導入された平成19年10月以降は、原則として信用リスクの80％を信用保証協会が
保証し、残りの20％を金融機関が負担することになっています。ただし、特定の保証については責任共有制度の対象外となり、信用保証協会の100％保証となりま
す。品川区融資あっ旋制度においても、責任共有制度の対象となる制度と対象外の制度があります。

設備／運転

事業設備資金

事業運転資金

経営支援資金
＜5号認定必要型＞

経営安定化資金
＜5号認定必要型＞

事業承継支援資金

2

3

4

5

6 2,000万円 7年以内（6か月）
3年目まで 無利子

4年目以降  0.6％以内

1.8％以内

3年目まで 1.8％
4年目以降 1.2％

（※2）

（※2）

新 規

※1



保証料
補助率

全額補助

2／3 1ページの「ご利用できる方」に該当すること対象（原則）

責任共有制度 対象・資格

対象外

2／3 1ページの「ご利用できる方」に該当すること対象（原則）

2／3 対象外

2／3 対象外

2／3 対象（原則）

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、下記の条件を満たす方（特定非営利活動法人（NPO法人）を除く）
・常時使用する従業員が右記の人数であること　　　卸売業・サ－ビス業・小売業（飲食業含む）は5人以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記以外の業種は20人以下
　※ 既に信用保証協会からの保証付融資残高がある場合には1,250万円から差し引かれます

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、「5号認定」※2を受けている方
＜ご利用の際の注意点＞
　①経営支援資金を「設備／運転（併用）」で申し込む場合でも、運転資金としての限度額は1,500万円となります。
　　また、経営支援資金の限度額は設備のみ、併用、運転のみのすべての合計で2,500万円となります。
　②過去にあっ旋した経営支援資金「設備／運転（併用）」の融資残高は、2回目以降の経営支援資金のお申込み
　　の際、経営支援資金「運転のみ」の融資残高としてみなします。
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

経営支援資金は区融資制度を利用している借入金を借換えることができます。
＜借換えの際の注意点＞
　①対象は信用保証協会の100％保証付の融資のみです。
　②借換えをする場合、保証料の補助はありません。
　③申込書の「借換の有無」欄に「あり」と記入し、受付時に借換え希望であることを申し出てください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、「5号認定」※2を受けている方
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

経営安定化資金は区融資制度を利用している借入金を借換えることができます。
＜借換えの際の注意点＞
　①対象は信用保証協会の100％保証付の融資のみです。
　②借換えをする場合、保証料の補助はありません。
　③申込書の「借換の有無」欄に「あり」と記入し、受付時に借換え希望であることを申し出てください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、下記の①②のいずれかを満たす方 
①事業の承継を3年以内に行う見込みを有する方 
②事業を承継してから5年を経過していない方 
＜ご利用の際の注意点＞ 
　①申込者自身で承継前後の計画を立て、最終的には事業承継計画書・事業計画書（区指定様式）を提出して
　　ください。 
　②紹介状の発行までには、複数回の面談が必要となります。 
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

【5号認定とは】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、業績の悪化している指定業種に属し、売上が減少している中小企業者を認定する制度です。

（※1）

※2



資金使途制度資金名 あっ旋限度額
返済期間

（うち据置月数）
利　　率

本人負担 表面［利子補給］

設備／運転 0.2％以内 1.8％以内［1.6％］ 7年以内（6か月）1,000万円

設備／運転 4,000万円 7年以内（6か月）0.6％以内 1.8％以内［1.2％］

設　備
区内に導入
するものに限る

1,500万円 7年以内（6か月）0.2％以内 1.8％以内［1.6％］

設備／運転 1億円 10年以内（12か月）0.2％以内 1.8％以内［1.6％］

設備／運転 3,500万円

ワークライフバランス
企業支援資金

事業活性化資金

環境対策資金

商店街活性化資金

団体事業資金

10

7

11

8

9 7年以内（6か月）0.6％以内 1.8％以内［1.2％］

拡 充

拡 充

【責任共有制度とは】　従来、原則100％保証であった保証付融資について、一部の保証を除き、金融機関が一定のリスクを負担し、信用保証協会と金融機関とが
連携して適切な中小企業支援を行えるようにした制度のことです。責任共有制度が導入された平成19年10月以降は、原則として信用リスクの80％を信用保証協会が
保証し、残りの20％を金融機関が負担することになっています。ただし、特定の保証については責任共有制度の対象外となり、信用保証協会の100％保証となりま
す。品川区融資あっ旋制度においても、責任共有制度の対象となる制度と対象外の制度があります。

※1



保証料
補助率

対象・資格

2／3 対象（原則）

1／2

2／3 対象（原則）

2／3 対象（原則）

対象（原則）

なし 対象（原則）

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、下記①～③のいずれかに該当すること
①中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項の中小企業団体（信用協同組合を除く）
②商店街振興組合法の商店街振興組合または商店街振興組合連合会
③企業の共同化など企業の近代化を図るものと認められる団体
＜ご利用の際の注意点＞
　①資金使途は、共同事業に必要な品川区内の施設等の新設または改善を目的とする場合に限ります。
　②2回目以降の申し込みの場合、前回利用した融資が完済していること。
　③紹介状は後日発行となります。
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、下記①②のすべての条件を満たす方
①次世代育成支援対策推進法第12条第4項の規定に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその
　旨を届け出ていること
②一般事業主行動計画に定めた施策を実行していること、または実行するための準備を行っていること
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、資金使途が下記①～⑥のいずれかに該当すること
①公害防止のための設備導入、既存設備の改善（品川区環境課が現地調査を行います）
②低公害車の導入
③ ISO14000シリーズの認証取得、維持 　　  ⑤アスベストの除去など（分析業者によるアスベスト分析が必要）
④省エネルギー・リサイクル設備の改善・導入  ⑥その他環境関連設備の改善・導入
＜ご利用の際の注意点＞
　紹介状は後日発行となる場合があります。
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、資金使途が下記①～④のいずれかに該当すること
①大型店対策等のための店舗改装や、工場の移転など　 ③新製品・新技術の開発
②事業の多角化　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④その他、経営の合理化や生産性の向上を目指したIT化
＜ご利用の際の注意点＞
　①事前に商工相談員による経営診断、現地調査を行います。
　②紹介状は後日発行となります。
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

1ページの「ご利用できる方」に該当し、かつ、資金使途が下記①②のすべてに該当すること
①商店街組合等が地域の商業環境を改善するため、施設等の設置または改善するものであること
②商店街の活性化を図るものであること
＜ご利用の際の注意点＞
　①通算のあっ旋限度額が1億円となります。同資金を完済または返済中の場合は「1億円－既に融資を受けた
　　合計額」が申込み限度額となります。
　②紹介状は後日発行となる場合があります。
※9・10ページの〈申込みに必要な書類【全資金共通】〉のほかに別途必要書類があります。詳細はお問い合わせ
　ください。

責任共有制度
（※1）




